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財政健全化審査意見の提出について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条の規定に基づき算定された平成１９年

度健全化判断比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査した結果につい

て、別紙のとおり意見を提出します。 

 

 

 

 

 

 

 



平成１９年度 財政健全化審査意見書 
 
1  審査の対象 

   地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条の規定に基づき算定された健全化判
断比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類 

 
2  審査の期間 

   平成 20年 7月 24日から平成 20年 8月 8日まで 
 

3  審査の方法 

   この財政健全化審査は、市長から提出された平成 19年度決算における健全化判断比率
及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかを検証するた

め、各会計歳入歳出決算書、関係書類等の計数突合、証憑突合等の照合方法により実施

した。また、財政状況を把握するため、関係職員から説明を聴取して行った。 
 
4  審査の結果 

(1)  総合意見 
審査に付された下記、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載し

た書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。 
 

記 
 

 健全化判断比率 平成 19年度 早期健全化基準 備  考 

１ 実質赤字比率 
％

     ― 
％

     １１．２５

２ 連結実質赤字比率     ― １６．２５  

３ 実質公債費比率    １８．７ ２５．００  

４ 将来負担比率 ２８２．８ ３５０．００  

  
（2） 個別意見    

   ① 実質赤字比率について 
     平成 19年度の実質赤字比率は、実質収支額が黒字であったため、比率を算

定する必要がなかった。結果、早期健全化基準の 11.25％を下回り良好な状態
にあると認められる。 



   ② 連結実質赤字比率について 
     平成 19年度の連結実質赤字比率は、実質黒字又は資金剰余の状況であった

ため、比率を算定する必要がなかった。結果、早期健全化基準の 16.25％を下
回り良好な状態にあると認められる。 

③ 実質公債費比率について 
     平成 19年度の実質公債費比率は 18.7％となっているが、早期健全化基準の

25.0％と比較すると、これを下回り良好な状態にあると認められる。 
④ 将来負担比率について 

     平成 19 年度の将来負担比率は 282.8％となっているが、早期健全化基準の
350.0％と比較すると、これを下回り良好な状態にあると認められる。 

 
（3） 所 見  

   ① 各比率とも早期健全化基準を下回っているが、この基準比率とは別に、本市と

して独自の目標比率も設定して財政運営の健全化に努められたい。 
     また、今後、同格都市の比率との比較が可能となった場合には、これらを参考

とし、本市目標比率を再検討されるのも一案と考える。 
  
②  連結実質赤字比率の算定結果は、資金ベースでの評価であり、損益計算での黒

字達成は、まだ確認できない段階にある。 
     将来、一般会計、特別会計が複式簿記化されれば、全体の損益把握は可能とな

るが、現時点で確認できる企業会計のみでの合計は「損失」であり、損益ベース

での健全度は高いものでないと判断できる。さらなる経済性、効率性の追求を推

進され、次のステップに備えられたい。 
 

③  実質公債費比率は、早期健全化基準を下回っているものの、依然として本市は
実質公債費比率が１８％以上であるため、国の地方債許可基準により地方債を発

行する際は許可を受ける団体となっている。 
今回の基準率クリアに満足することなく、さらなる効率的な財政運営に注力さ

れたい。 
 

 

 

 

 

 

 

 


